
銀
行
の
不
健
全
性
の 

払
拭
へ

　

〇
二
年
一
〇
月
三
日
、「
金
融
分

野
緊
急
対
応
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
」（
Ｐ
Ｔ
）
の
初
会
合
で
私
が

強
く
主
張
し
た
こ
と
が
二
つ
あ
っ

た
。
第
一
に
、「
バ
ブ
ル
総
決
算
の

絶
好
の
機
会
で
あ
り
、
日
本
を
長
年

苦
し
め
て
き
た
不
良
債
権
問
題
を
解

決
す
る
最
後
の
機
会
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
全
国
銀
行
ベ
ー
ス

の
貸
出
額
が
追
貸
し
に
よ
り
バ
ブ
ル

の
崩
壊
後
も
増
え
続
け
て
い
た
も
の

の
、
九
六
年
の
一
〜
三
月
期
（
五
三

七
兆
円
）
を
ピ
ー
ク
に
大
幅
な
減
少
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日
本
経
済
が
長
く
低
迷
し
て
い
た
根
本
原
因
は
、
銀
行
の
安
易
な
貸
出
に
よ
っ
て
過
剰
貸
出
が
起
こ
り
、

借
手
側
に
過
剰
債
務
、
過
剰
設
備
、
過
剰
雇
用
と
い
う
�
三
つ
の
過
剰
�
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ

の
三
つ
の
過
剰
を
調
整
し
経
済
全
体
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
よ
う
や
く
調
整
さ
れ
て

経
済
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
き
た
。
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
大
き
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
不
良
債

権
問
題
の
終
結
に
向
け
て
達
成
す
べ
き
目
標
値
と
時
期
を
明
確
に
決
め
て
そ
れ
を
推
進
し
た
意
義
は
大
き

い
。
こ
れ
に
よ
り
主
要
行
の
不
良
債
権
問
題
は
一
応
終
息
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。

【特集】�

ス
ピ
ー
ド
感
と�

　
　
経
済
合
理
性
の
貫
徹
で
成
果�

�

課
題
は
経
費
を
削
減
し
資
本
効
率
を
高
め
る
こ
と�

金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
検
証�

竹
中
金
融
担
当
大
臣
主
導
に
よ
る
「
金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の

登
場
か
ら
ま
も
な
く
二
年
。
そ
の
主
眼
と
し
た
金
融
シ
ス
テ
ム
の

安
定
と
不
良
債
権
問
題
の
解
決
は
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
質
的

評
価
（
功
罪
）
は
時
間
を
要
し
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
政
策
立
案
の

背
景
と
そ
の
下
に
お
け
る
金
融
行
政
の
変
容
、
金
融
経
営
へ
の
イ

ン
パ
ク
ト
を
中
心
に
中
間
的
総
括
を
試
み
る
。�金

融
庁
　
顧
問
（
前
日
銀
審
議
委
員
）�

　
　
中
原
　
伸
之�



【
特
集
】

金
融
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
検
証
�

不
良
債
権
は�

　
　
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
領
域
に
入
っ
た�

公
的
介
入
の
縮
小
と
平
時
下
の
ル
ー
ル
づ
く
り
を�

大
和
総
研
　
副
理
事
長�

　
賀
来
　
景
英�

む
ず
か
し
い
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
寄
与
度
評
価

長
く
日
本
経
済
の
宿
痾
の
観
を
呈

し
た
不
良
債
権
問
題
が
、
こ
こ
二
年

ほ
ど
来
、
初
め
て
は
っ
き
り
と
解
決

へ
向
け
た
前
進
を
み
た
こ
と
は
す
で

に
明
ら
か
で
あ
る
。
一
〇
年
以
上
に

わ
た
り
、
業
務
純
益
を
上
回
る
累
計

七
〇
兆
円
に
垂
ん
と
す
る
不
良
債
権

処
理
を
進
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

減
少
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
主
要
銀

行
の
公
表
不
良
債
権
残
高
が
、
〇
二

年
九
月
期
を
境
に
、
減
勢
に
転
じ
た

（
第
１
図
）。
〇
三
年
度
に
は
、
不

良
債
権
処
理
に
着
手
し
た
九
三
年
度

以
降
初
め
て
、
不
良
債
権
処
理
額
が

本
業
の
稼
ぎ
を
示
す
業
務
純
益
を
下

回
っ
た
。

主
要
銀
行
の
〇
四
年
度
不
良
債
権

処
理
費
用
の
貸
出
残
高
比
（
信
用
コ

ス
ト
率
）
は
〇
・
六
％
程
度
と
、
八

〇
年
代
ま
で
の
日
本
の
異
常
に
低
い

水
準
に
は
と
う
て
い
及
ば
な
い
と
は

い
え
、
近
ご
ろ
の
ア
メ
リ
カ
の
水
準

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
「
巡
航
速

度
」
に
近
づ
く
と
期
待
さ
れ
る
。
不

良
債
権
比
率
（
不
良
債
権
残
高
／
貸

主
要
銀
行
の
決
算
状
況
を
み
る
と
、
〇
三
年
度
決
算
で
は
、
不
良
債
権
処
理
に
着
手
し
た
九
三
年
度
以
降
初

め
て
、
不
良
債
権
処
理
額
が
本
業
の
稼
ぎ
で
あ
る
業
務
純
益
を
下
回
っ
た
。
不
良
債
権
比
率
も
〇
四
年
三
月

期
に
は
五
％
程
度
に
ま
で
低
下
、
政
府
の
目
標
達
成
は
射
程
圏
内
に
入
っ
た
。
も
っ
と
も
問
題
は
全
面
的
に

解
決
さ
れ
た
と
い
う
に
は
遠
く
、
中
小
・
地
域
金
融
機
関
に
お
け
る
不
良
債
権
処
理
の
遅
れ
や
公
共
部
門
債

務
の
問
題
等
、
残
さ
れ
た
問
題
は
依
然
と
し
て
大
き
い
。
不
良
債
権
処
理
後
の
金
融
産
業
の
課
題
は
、
新
し

い
環
境
の
下
で
成
長
産
業
た
り
う
る
収
益
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
で
邦
銀
の
問
題
は
二
つ

あ
り
こ
れ
に
応
え
る
こ
と
こ
そ
が
日
本
の
金
融
産
業
の
課
題
で
あ
る
。
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